
町政ニュース
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健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め

令
和
６
年
１
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

人
間
ド
ッ
ク
補
助
金

産
前
・
産
後
期
間
の
国
民
健
康
保
険
税
を
一
部
免
除
し
ま
す

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
を
希
望
す

る
人
へ
、申
請
に
よ
り
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
間
ド
ッ
ク
は
、

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
、１
泊
人
間

ド
ッ
ク
お
よ
び
脳
ド
ッ
ク
で
す
。

※
町
の
健
診
を
受
け
た
場
合
、人

間
ド
ッ
ク
へ
の
補
助
金
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
対
象

国
民
健
康
保
険（
国
保
）加
入
者

受
診
日
現
在
１
年
以
上
国
保
に
加

入
し
て
い
る
30
歳
以
上
の
人
で
、

国
保
税
を
完
納
し
て
い
る
人

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

受
診
日
現
在
町
に
住
所
が
あ
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納

し
て
い
る
人

▼
医
療
機
関

自
身
で
選
定
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
額

２
万
円

※
健
診
料
が
２
万
円
以
下
の
場
合

は
支
払
っ
た
金
額
ま
で

▼
申
請
方
法

受
診
後
、次
の
も
の
を
保
険
室

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

□
人
間
ド
ッ
ク
健
診
料
の
領
収
書

□
健
診
結
果（
一
式
）

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る

令
和
５
年
11
月
１
日
以
降
に
出

産
し
た
・
出
産
予
定
の
被
保
険
者

の
国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
お

よ
び
均
等
割
の
一
部（
４
カ
月
分

ま
た
は
６
カ
月
分
）を
免
除
す
る

制
度
が
、令
和
６
年
１
月
か
ら
始

ま
り
ま
す
。該
当
す
る
世
帯
の
人

は
、窓
口
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
時
期

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら

▼
必
要
書
類

●
届
出
書（
保
険
室
窓
口
で
受
け

取
る
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ

も
の
）の
写
し

▼
受
診
期
間

令
和
５
年
４
月
１
日
㊏
〜
令
和
６

年
３
月
31
日
㊐

▼
申
請
期
限

令
和
６
年
４
月
１
日
㊊

※
令
和
６
年
３
月
中
に
受
診
予
定

の
人
は
、あ
ら
か
じ
め
申
請
期
限

内
に
申
請
し
、健
診
結
果
は
令
和

６
年
４
月
30
日
㊋
ま
で
に
追
加
で

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い

場
合
、補
助
金
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

まちの鳥

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。）

●
母
子
手
帳
な
ど

※
出
産
し
た
被
保
険
者
と
生
ま
れ

た
子
が
別
世
帯
の
場
合
は
、被
保

険
者
と
生
ま
れ
た
子
の
親
子
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
が
必
要
で

す
。

※
免
除
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26･

２
２
４
９(

直
通)

　消防団は、消火活動のみならず、自然災害時にお
ける活動など、地域で非常に重要な役割を担って
います。そのほかにも、防災訓練や火災対応訓練へ
の参加など、消防力・防災力の向上に大きな役割
を果たしています。
　消防団員は全国的に減少傾向にあり、吉岡町も
例外ではありません。地域の安全・安心を守るた
め、消防団への入団をご検討ください。興味のある
人はお気軽にお問い合わせください。

消防団員を
募集しています

▶対　象
18歳以上の町内在住者または在勤者

問い合わせ先
総務課 協働安全室　☎26-2243（直通）

まちの木
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定例教育委員会の傍聴

▼問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務室　☎26-2285（直通）

●日時　１月24日㊌9：00～
●場所　町文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。
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申
請
は
１
月
９
日
㊋
〜
31
日
㊌
に

介
護
慰
労
金

身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障
害

の
た
め
、日
常
生
活
に
著
し
く
支

障
の
あ
る
在
宅
の
老
人
な
ど
を
介

護
す
る
人
に
、申
請
に
よ
り
介
護

慰
労
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

令
和
６
年
１
月
１
日
を

基
準
日
と
し
て
、１
年
以
上
継
続

し
て
町
内
に
住
所
を
有
し
、か
つ

次
の
全
て
に
該
当
す
る
老
人
な
ど

を
介
護
し
て
い
る
人
に
支
給
し
ま

す
。た
だ
し
、２
人
以
上
で
介
護
し

て
い
る
場
合
は
、主
と
し
て
介
護

す
る
人
が
対
象
で
す
。

●
町
内
に
１
年
以
上
住
所
を
有

し
、満
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

●
基
準
日
以
前
１
年
間
継
続
し
て

要
介
護
１
〜
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
こ
と

●
基
準
日
以
前
１
年
間
に
お
い

て
、短
期
入
所
な
ど
の
利
用
日
数

お
よ
び
医
療
機
関
な
ど
へ
の
入
院

日
数
の
合
計
が
１
０
０
日
以
内
で

あ
る
こ
と

●
基
準
日
以
前
１
年
間
に
お
い
て

一
度
も
介
護
保
険
施
設
な
ど
へ
入

所
し
て
い
な
い
こ
と

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
介
護
高
齢
室
窓
口
で

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。）

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る

も
の
）の
写
し

▼
申
請
期
間

１
月
９
日
㊋
〜
31
日
㊌

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
介
護
高
齢
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

国
民
年
金
＋
農
業
者
年
金
で
安
心･

豊
か
な
老
後
を

農
業
者
年
金

こ
ん
な
人
が
加
入
で
き
ま
す

（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

●
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

●
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し

て
い
る
人

●
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

※
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
、60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
国
民

年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
も
加

入
で
き
ま
す
。

掛
け
金
は
積
み
立
て

積
立
方
式
で
あ
る
た
め
、自
分

が
か
け
た
金
額
は
年
金
と
し
て
生

涯
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
は
い
つ
で
も
変
更
可
能

月
々
２
万
円
〜
６
万
７
千
円

※
35
歳
未
満
で
一
定
の
要
件
を
満

た
す
場
合
は
１
万
円
か
ら
で
も
通

常
加
入
で
き
ま
す
。

節
税
効
果
あ
り

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会

保
険
料
控
除
と
な
り
、所
得
税
や
住

民
税
な
ど
の
節
税
と
な
り
ま
す
。

政
策
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す

保
険
料
の
国
庫
補
助
が
受
け
ら

れ
ま
す
。例
え
ば
、認
定
農
業
者
な

ど
で
青
色
申
告
者
の
35
歳
未
満
の

人
は
１
万
円（
５
割
）補
助
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
１（
直
通
）

まちの花

　経済的な理由で生理用品が
購入できない人に、生理用品を
無償で配布しています。

生理用品を
無償で配布しています

問い合わせ先
介護福祉課 福祉室
☎26-2246（直通）

▶時間　開庁時間
　　　 （８：30～17：１５）

▶場所　福祉室窓口

※在庫がなくなり次第、終了と
　なります。

　令和6年１月１日付で、法務大臣
から委嘱を受け、人権擁護委員に
坂田昭二さんが再任されました。
　人権擁護委員は、人権相談を受
けたり、人権の考えを広めたりする
活動をしています。
　毎月第２木曜日に、老人福祉セン
ターで人権相談を受けています。
お気軽にご相談ください。

問い合わせ先
介護福祉課 福祉室
☎26-2246（直通）

人権擁護委員に
坂田さんが

再任されました

人権擁護委員に
坂田さんが

再任されました

まちの鳥
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ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

高
校
生
等
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
金

９ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

まちの木

　

群
馬
県
交
通
安
全
条
例
の
改
正

に
よ
り
、令
和
３
年
４
月
か
ら
自

転
車
乗
車
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用

が
努
力
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

　

自
転
車
事
故
が
多
く
、ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
率
の
低
い
高
校
生
世
代
に

向
け
て
、着
用
の
促
進
を
図
る
た

め
、補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　

申
請
年
度
に
満
15
歳
〜
満
18
歳

に
達
す
る
中
高
生
の
保
護
者
で
、

安
全
基
準
を
満
た
す
ヘ
ル
メ
ッ
ト

（
中
古
品
を
除
く
）を
購
入
し
、次

の
全
て
に
該
当
す
る
人　

●
申
請
日
に
中
高
生
と
保
護
者
が

町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
か
ら
１
年

以
内
で
あ
る
こ
と

※
申
請
回
数
は
着
用
者
１
人
に
つ

き
１
回
限
り
と
な
り
ま
す
。　

▼
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
安
全
基
準

●
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク

●
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー
ク

●
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク

●
Ｇ
Ｓ
マ
ー
ク

●
Ｃ
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク

●
そ
の
他
町
長
が
認
め
る
も
の

▼
補
助
金
額

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
価
格
の
２
分

の
１（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

で
、上
限
２
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
、商
品
名

お
よ
び
購
入
額
が
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
）

□
ヘ
ル
メ
ッ
ト
付
属
の
保
証
書
ま

た
は
取
扱
説
明
書

□
安
全
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
書
類

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る

も
の
）の
写
し

▼
申
請
方
法

　

ぐ
ん
ま
電
子
申
請
受
付
シ
ス
テ

ム
ま
た
は
協
働
安
全
室
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

乳
幼
児
の
安
全
の
た
め
に

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
金

　

自
動
車
の
運
転
者
は
、６
歳
未

満
の
乳
幼
児
を
乗
車
さ
せ
て
運

転
す
る
場
合
に
は
、チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。町
で
は
交
通
事
故
か

ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

▼
対
象

　

乳
幼
児
を
養
育
す
る
親
権
者

で
、国
土
交
通
省
の
定
め
る
安
全

基
準
を
満
た
す
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト（
中
古
品
を
除
く
）を
購
入
し
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
に
乳
幼
児
と
親
権
者
が

町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
購
入
日
に
乳
幼
児
が
６
歳
未
満

で
あ
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

●
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入
か

ら
１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

※
補
助
金
の
交
付
は
乳
幼
児
１
人

に
対
し
１
台
で
す
。

▼
補
助
金
額

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
価
格
の

２
分
の
１（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

で
、上
限
８
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
お
よ
び

購
入
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）

□
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
付
属
の
保

証
書
ま
た
は
取
扱
説
明
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る

も
の
）の
写
し

▼
申
請
方
法

　

ぐ
ん
ま
電
子
申
請
受
付
シ
ス
テ

ム
ま
た
は
協
働
安
全
室
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

まちの花

▲ぐんま電子申請
　受付システム

▲ぐんま電子申請
　受付システム


